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　東徳久農事組合の協力を得て、徳久保育
園と南光小学校１年生が一緒にさつまいも
の苗さしをしました。さし方を教えていた
だいて、「大きなさつまいもになあれ、甘
い甘いさつまいもになあれ。」と心を込め
て１本ずつ丁寧にさしました。秋の収穫が
楽しみです。
 

　徳久保育園と南光小学校 1 年生による「さつまいも」の苗さし



　

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
実
情

を
勘
案
し
、
機
構
が
相
手
方
と
協
議

し
決
定
し
ま
す
。

◦
貸
借
を
解
除
す
る
場
合
の
基
準

　

▽
借
り
受
け
た
農
地
を
１
年
間
経

過
し
て
も
貸
付
を
行
う
見
込
み
が
な

い
▽
災
害
な
ど
に
よ
っ
て
、
農
地
と

し
て
利
用
継
続
困
難
―
な
ど
の
場
合

に
解
除
で
き
ま
す
。

◦
借
受
対
象
と
方
法

　

機
構
か
ら
農
地
を
借
り
た
い
人
は
、

毎
年
６
月
と
12
月
頃
行
わ
れ
る
借
受

人
の
募
集
に
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

※
す
で
に
応
募
さ
れ
て
い
る
か
た
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
借
り
受
け
は
個
人
や
法
人
組
織
に

限
っ
て
い
ま
す
。
集
落
営
農
組
織
で

法
人
化
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
貸
付

は
で
き
ま
せ
ん
。

農
地
の
集
積
に
係
る
支
援　

―
貸
し
手
に
対
し
て
さ
ま
ざ

ま
な
支
援
を
実
施

　

本
事
業
で
は
、
よ
り
集
積
を
図
る

た
め
、
貸
し
手
に
対
し
て
次
の
支
援

措
置
を
設
け
て
い
ま
す
。

◦
地
域
集
積
協
力
金
（
地
域
に
対
し

て
の
支
援
）

貸
し
方
と
借
り
方
の
基
準
や

期
間　

―
期
間
は
基
本
的
に
10
年
以

上
。
事
前
に
「
人
・
農
地
プ

ラ
ン
」
の
作
成
が
必
要

◦
機
構
が
借
り
受
け
る
農
地
の
基
準

　
『
人
・
農
地
プ
ラ
ン
』
を
作
成
済

地
域
・
集
落
の
農
地
で
、
借
り
受
け

る
期
間
は
10
年
以
上
の
農
地
を
借
り

受
け
ま
す
。
た
だ
し
、
▽
耕
作
放
棄

地
や
再
生
不
能
と
判
断
さ
れ
る
遊
休

農
地
▽
１
年
以
内
に
農
地
が
貸
し
付

け
ら
れ
る
可
能
性
が
低
い
―
な
ど
の

農
地
は
借
り
受
け
ま
せ
ん
。

◦
貸
付
期
間

　

貸
付
先
の
経
営
の
安
定
に
配
慮
し
、

10
年
以
上
を
基
本
と
し
ま
す
。

◦
小
作
料

事
業
の
概
要　

―
農
地
中
間
管
理
機
構
（
兵

庫
み
ど
り
公
社
）
が
貸
し
借

り
の
仲
介
に

　

従
来
、
農
地
の
貸
し
借
り
は
地
主

と
作
り
手
が
相
対
で
決
め
た
り
、
農

業
委
員
会
が
仲
介
し
た
り
し
て
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
本
事
業
で
は
、
貸

し
手
と
借
り
手
の
間
に
『
農
地
中
間

管
理
機
構
（
兵
庫
み
ど
り
公
社
）』

が
入
り
、
機
構
が
▽
農
地
の
借
受
け

や
貸
付
け
―
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
事
業
の
特
徴
と
し
て
、

機
構
に
農
地
を
貸
し
た
ら
、
▽
転
貸

先
（
借
受
農
家
）
は
機
構
が
決
定
▽

機
構
か
ら
農
地
を
借
り
る
と
き
は
公

募
す
る
―
と
い
っ
た
新
し
い
仕
組
み

で
実
施
し
ま
す
（
３
㌻
の
上
図
を
参

→

照
し
て
く
だ
さ
い
）。

　

な
お
、
同
事
業
は
、
農
地
の
集
積
・

集
約
を
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、

『
人
・
農
地
プ
ラ
ン
※
』
の
作
成
な

ど
に
よ
っ
て
、
担
い
手
の
確
保
や
農

地
の
集
積
の
話
し
合
い
が
進
ん
で
い

る
地
域
な
ど
を
優
先
的
に
実
施
し
ま

す
。

　

町
で
は
現
在
、
県
の
モ
デ
ル
地
区

に
指
定
さ
れ
た
東
徳
久
地
区
で
取
り

組
ま
れ
て
い
ま
す
。

※
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
と
は

　

集
落
単
位
な
ど
で
５
年
、
10
年
後

の
地
域
農
業
を
話
し
合
い
、
▽
今
後

中
心
と
な
る
農
業
者
▽
将
来
の
農
地

利
用
の
あ
り
方
―
な
ど
を
ま
と
め
た

計
画
書
で
す
。

　

現
在
、
町
で
は
11
か
所
で
作
成
さ

れ
て
い
ま
す
。

→

　

集
落
な
ど
に
対
し
て
、
農
地
の
一

定
割
合
以
上
が
機
構
に
貸
し
付
け
ら

れ
た
場
合
に
交
付
し
ま
す
。

交
付
単
価
（
10
ａ
あ
た
り
）

　

地
域
内
の
全
農
地
面
積
の
う
ち
、

機
構
へ
の
貸
付
面
積
に
乗
し
た
金
額

を
交
付
（
10
ａ
あ
た
り
）

▽
基
準
割
合
が
２
割
―
５
割
以

下
：
１
万
円　

▽
５
割
―
８
割
以

下
：
１
万
４
千
円　

▽
８
割
以
上
：

１
万
８
千
円

※
26
・
27
年
度
２
倍
、
28
・
29
年
度

は
１
・
５
倍
の
単
価

◦
経
営
転
換
協
力
金
（
経
営
転
換
・

リ
タ
イ
ア
す
る
場
合
の
支
援
）

　

機
構
に
貸
し
付
け
、
経
営
転
換
し

た
り
、
リ
タ
イ
ア
し
た
り
す
る
農
業

者
な
ど
が
全
農
地
を
10
年
以
上
機
構

に
貸
し
付
け
、
機
構
か
ら
受
け
手
に

貸
し
付
け
ら
れ
た
場
合
に
交
付
さ
れ

ま
す
。

※
10
ａ
未
満
の
自
作
地
な
ど
は
除
外

で
き
ま
す
が
、
遊
休
農
地
の
所
有
者

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

交
付
単
価
（
１
戸
あ
た
り
）

▽
０
・
５
ha
以
下
：
30
万
円　

▽
０
・

５
ha
ー
２
ha
以
下
：
50
万
円
▽
２
ha

以
上
：
70
万
円

◦
耕
作
者
集
積
協
力
金（
農
地
集
積
・

集
約
化
に
協
力
す
る
場
合
の
支
援
）

　

機
構
の
借
受
農
地
に
隣
接
す
る
農

地
を
貸
し
付
け
た
農
業
者
や
当
該
農

地
を
借
入
耕
作
し
て
い
た
農
業
者
に

対
し
て
交
付
さ
れ
ま
す
。

交
付
単
価
（
10
ａ
あ
た
り
）

▽
５
千
円　

※
26
・
27
年
度
２
倍
、

28
・
29
年
度
は
１
・
５
倍
の
単
価

◦
そ
の
他　

―
農
地
集
積
協
力
金
や

規
模
拡
大
加
算
交
付
金
は
廃
止

・
同
事
業
の
創
設
に
よ
っ
て
、
昨
年

度
ま
で
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
を
作

成
し
た
集
落
を
対
象
に
し
た
貸
し
手

へ
の
「
農
地
集
積
協
力
金
」
や
借
り

手
へ
の
「
規
模
拡
大
加
算
交
付
金
」

な
ど
の
支
援
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

・
協
力
金
に
は
交
付
要
件
が
あ
り
ま

す
。
く
わ
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
光
都
農
地
管
理
事
務
所

☎
０
７
９
１
・
58
・
２
１
９
４

問
農
林
振
興
課
農
林
水
産
振
興
室

☎
82
・
０
６
６
７

　

「
農
地
中
間
管
理
事
業
」
が
始
ま
り
ま
し
た

　

担
い
手
へ
農
地
を
集
積
し
、
コ
ス
ト
の
削
減
と
生
産
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、「
農
地
中
間
管
理
事
業
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。
同
事
業
で
は
、
貸
し
手

と
借
り
手
の
間
に
農
地
中
間
管
理
機
構
（
兵
庫
み
ど
り
公
社
）
が
入
り
、
拡
散
し
た
農
地
を
担
い
手
ご
と
に
集
約
さ
せ
る
こ
と
で
、
農
業
経
営
の
規
模

拡
大
や
遊
休
農
地
の
有
効
活
用
を
行
い
ま
す
。
今
月
号
で
は
、
同
事
業
の
概
要
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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農
業
者
年
金
加
入
の
お
す
す
め

◉
農
業
者
年
金
の
特
徴

①
少
子
高
齢
化
時
代
に
強
い
年
金
で
す

　

自
分
が
積
み
立
て
た
保
険
料
と
そ
の
運

用
益
に
よ
っ
て
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が

決
ま
る
積
立
方
式
の
年
金
で
す
。

②
終
身
年
金
で
80
歳
ま
で
の
保
証
付
き

　

年
金
は
生
涯
支
給
さ
れ
ま
す
。
仮
に
加

入
者
・
受
給
者
が
80
歳
前
に
な
く
な
っ
た

場
合
で
も
、
死
亡
し
た
翌
月
か
ら
80
歳
ま

で
受
け
取
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
農
業
者
老

齢
年
金
の
現
在
価
値
に
相
当
す
る
額
が
、

死
亡
一
時
金
と
し
て
遺
族
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

③
税
制
上
の
優
遇
措
置

　

支
払
っ
た
保
険
料
は
全
額
が
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
。
だ
か
ら
、
所
得
税
や
住

民
税
の
節
税
に
つ
な
が
り
ま
す
。
払
っ
た

保
険
料
の
15
～
30
㌫
程
度
の
節
税
に
つ
な

が
り
ま
す
。

④
保
険
料
の
額
は
自
由
に
決
め
ら
れ
ま
す

　

自
分
が
必
要
と
す
る
年
金
額
の
目
標
に

向
け
て
、
保
険
料
は
月
２
～
６
万
７
千
円

の
範
囲
内
で
、
千
円
単
位
で
自
由
に
選
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑤
保
険
料
の
国
庫
補
助
が
あ
り
ま
す

　

認
定
農
業
者
な
ど
一
定
の
要
件
を
備
え

た
意
欲
あ
る
担
い
手
に
は
、
保
険
料
（
月

２
万
円
）
の
２
割
、
３
割
、
５
割
の
国
庫

補
助
が
あ
り
ま
す
（
最
大
20 
年
）

全
国
農
業
新
聞
を
購
読
し
て
み

ま
せ
ん
か

　

農
業
経
営
と
く
ら
し
に
役
立
つ
情
報
が

満
載
で
す
。
ぜ
ひ
、
ご
購
読
く
だ
さ
い
。

全
国
農
業
新
聞
と
は

　

全
国
農
業
新
聞
は
農
業
者
の
公
的
代
表

機
関
で
あ
る
農
業
委
員
会
が
発
行
す
る
農

業
総
合
専
門
紙
で
す
。「
週
刊
」
の
時
間

を
生
か
し
、
情
報
が
わ
か
り
や
す
い
よ
う

に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
多
く
の
読
者
の
皆
様
に
満
足
し

て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
家
族
全
員
が
楽
し

め
る
記
事
も
充
実
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
全
国
47
都
道
府
県
に
あ
る
支

局
の
県
版
・
地
方
版
の
充
実
に
よ
り
、
地

域
の
元
気
で
特
徴
あ
る
明
る
い
話
題
や
地

域
独
自
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
な
ど
を
掲
載
し

て
い
ま
す
。

発
行
日
と
購
読
料
は

◦
発
行
日　

毎
週
金
曜
日

◦
購
読
料　

月
額
６
０
０
円
（
送
料
、
税

込
み
）

購
読
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ

全
国
農
業
新
聞　

新
聞
業
務
部

•

電
話　

０
３
・
６
９
１
０
・
１
１
３
０

町
農
業
委
員
会
で
も
申
込
み
で
き
ま
す
。

編
集
後
記

　

今
回
は
、
今
年
度
創
設
さ
れ
た

「
農
地
中
間
管
理
機
構
」
に
つ
い

て
の
特
集
を
組
み
ま
し
た
。

　

農
業
者
の
高
齢
化
と
後
継
者
不

足
の
中
で
い
か
に
農
地
を
守
り
、

耕
作
放
棄
地
の
発
生
を
防
止
し
て

い
く
か
が
課
題
で
す
。

　

農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
８
月

を
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
月
間
と
し
、

農
地
違
反
転
用
の
防
止
、
遊
休
農

地
の
発
生
防
止
・
解
消
と
優
良
農

地
の
確
保
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　

今
後
と
も
皆
様
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
　
　

編
集
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引　

進　

八

農業委員会からの
お知らせ

infomation
問℡ 82-0667

◆
農
業
委
員
会
総
会
は

原
則
と
し
て
、
毎
月
20
日
で
す

許
可
申
請
締
切
日

◆
農
地
に
関
す
る
許
可
申
請
の
締
め
切
り

は
、
毎
月
末
で
す
。

９
月
の
委
員
会
分
に
つ
い
て
は
、

８
月
29
日
が
締
切
日
で
す
。


